
 

平成 29年度 農業委員会事務局 重点施策・事業の進捗状況 

 

（１）新・農業委員会制度での組織・活動体制の整備 

目標 

「農業委員会等に関する法律」の改正により、平成 29年 7月には、主に合議体として

の意思決定を行う「農業委員」と、担当区域における農地等の利用の最適化の推進を

行う「農地利用最適化推進委員」で組織される新たな農業委員会体制に移行します。 

新体制への円滑かつ着実な移行を図ります。 
取り

組み 

改正法を踏まえ、農業委員会の新体制における農業委員及び農地利用最適化推進委員

の役割を検証し、「農業委員会会議規則」、「農業委員会常任委員会の事務の取扱いに関

する細則」等を改正するとともに、円滑な農業委員会の運営に努めます。 

また、新任委員に対する農業委員会制度及び業務等についての研修を実施します。  
9月末の 

進捗状況 

【○】 

平成 29年 7月 20日に新たな農業委員会体制へ移行し、総会・協議会（各 3

回）・常任委員会（4回）の開催や農地パトロール等を実施した。また、農業

委員会研修会を 11月に開催する予定である。   
（２）農地銀行による農地貸借の結び付けの強化 

目標 

担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入を促進す

るため、引き続き、農地銀行（農地の貸借等を進める組織）による農地貸借の結び付

けの強化に向けた取り組みを進めます。 

取り

組み 

農地銀行に係る農地貸借希望台帳の登載件数を増やし、農地の貸し借りの希望者が閲

覧することで、双方の結び付けにつなげます。 

また、農業委員会発行の「農委だより」への記事掲載等により農地銀行制度の啓発・

周知に努めます。 

 

9月末の 

進捗状況 

【○】 

平成 29年 9月発行の「農委だより」の情報提供等により、8月末時点で新規

設定 13,244 ㎡、再設定 16,548 ㎡の利用権設定を行った。また、今後も「農

委だより」等を活用し、農地銀行制度の啓発・周知を図る。 

 

 

（３）農地適正管理システムの精度向上 

目標 

農地台帳の法定化とともに、農地台帳及び農地に関する地図について、インターネッ

トの利用等により公表が義務化されており、農地の農業上の利用の増進及び農地の利

用の調整に資するほか、法令業務や農地利用の最適化の推進のため、農地適正管理シ

ステムの精度向上を図ります。 



 

取り

組み 

農地の貸借料情報などの農地情報の調査を行い、農地台帳管理システム（農業者、所

在、地番、面積等の農地情報のデータベースを管理）の精度向上を図るとともに、本

格稼動した全国一元的な新たな農地台帳・地図システムである農地情報公開システム

（フェーズ 2）の把握や活用方法を検討します。  
9月末の 

進捗状況 

【○】 

農地の権利移動や転用の許可案件等の入力を行い、また、年内には農地の賃

借料情報などの農地調査を行い、農地台帳管理システムの精度向上を図る。 

また、農地情報公開システム（フェーズ 2）については、引き続き、システム

の把握や活用方法を検討している。 

 


